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 新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業主に対して、

事業の継続を支え、事業に活用できる支援策が次々と創設されています。 

 具体的には、各種助成金・給付金による補助、資金繰り支援としての無利息無保証融資

等の相談窓口の設置、税・社会保険の納税猶予や納付期限の延長等です。 

 また、これらの支援内容も第一次補正予算、第二次補正予算によって、より活用しやす

いよう、条件や金額の拡充がされています。 

 様々な条件や基準がありますので、上手に活用して経営の維持を図ることがポイントと

なります。 

 

 新型コロナウイルスの影響で患者が減少し、休診するなどの対応により、スタッフを一

時的に休業し、雇用を維持した際に、休業手当等の一部を助成する措置があります。 

 また、感染症の拡大で特に大きく影響を受けている事業主に対して、事業の持続化継続

化を支えるための給付金もあります。 

 さらに、小学校等に通う子どもがいるスタッフの休職に伴う所得減少に対応する助成金

も創設されており、雇用の正規・非正規を問わず対象となっています。 

 

■助成金・給付金関連 

●雇用調整助成金の特例措置（雇用保険未加入者は緊急雇用安定助成金） 

・助成額：職員１名１日につき上限 15,000 円 

・主な条件：新型コロナの影響により事業活動の縮小を余儀なくされ、職員に対して一時的に休

業等を行い、雇用を維持した場合に休業手当・賃金等を助成 

●持続化給付金 

・給付額：法人 200万円 個人事業者 100 万円 

 ※上限：昨年１年間の売上からの減少分 

・主な条件：新型コロナの影響により、ひと月の売上が前年同月比で 50％以上減少している事業者 

●学校等休業助成金 

・支給額：休暇中に支払った賃金相当額×10/10 

 ※１日当たり上限 8,330 円（４/１以降に取得した休暇等については、日額上限 15,000円） 

・主な条件：新型コロナによる小学校等の臨時休校で、子どもの保護者の職員に年次有給休暇と

１│助成金・給付金関連の支援策     
 

医療機関で活用可能な各種支援策 
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は別に有給の休暇を取得させた事業主に助成。 

●家賃支援給付金 

・給付内容：申請時の直近の支払家賃（月額）に基づき算出される給付額(月額)の６倍（６力月分) 

・給付率：２/３  

・給付上限（月額）：法人=月 50万円 個人=月 25 万円 

※但し、支払家賃（月額）のうち給付上限を超えた額の１/３を給付し、給付上限額(月額を法

人 100万円、個人事業主 50万円に引き上げ。 

→法人=支払家賃（月額）225万円で上限の 100万円（月額）。 

個人=支払家賃（月額）112.5万円で上限の 50万円（月額）。 

・主な条件：新型コロナの影響により、5月～12月において以下のいずれかに該当するテナント

事業者 

いずれか１ヵ月の売上高が前年同月比で 50％以上減少。 

連続する３力月の売上高が前年同期比で 30％以上減少。 

●働き方改革推進支援助成金（職場意識改善特例コース）の拡充 

・上限額：50 万円 

・助成率：費用の３/４を助成（一定の要件を満たせば最大４/５） 

・主な条件：新型コロナ感染症対策として、特別休暇制度を就業規則に整備する等を行った中小

企業事業主に対し助成 

助成対象：就業規則等の作成・変更費用、外部専門家によるコンサルティング費用、労務管理

用機器等の導入・更新費用、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新費

用、人材確保等のための費用など 

●労働者への休業手当の直接給付制度の新設 

・給付額：月額 33万円を上限に賃金の８割を労働者に直接給付 

・主な条件：新型コロナにより休業を余儀なくされたが、事業主から休業手当が支払われなかっ

た労働者に国が直接給付 

 

 

 融資制度、信用保証制度の両面から、事業者の資金繰りを支援できるよう、政府系金融

機関や民間金融機関双方での多数の融資制度が活用できます。 

 また、金融庁は、事業者の資金繰りに重大な支障が生じることがないよう、関係機関と

連携し、政府系金融機関等に対して要請を行いました。 

２│資金繰り支援事業の支援策     
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■資金繰り支援と相談窓口 

【金融庁：政府系金融機関、民間金融機関に対する資金繰り支援要請と相談窓口の設置】 

 事業者が資金繰りに重大な支障を生じることがないよう、返済猶予や既存融資の条件変更等、

積極的に支援するよう繰り返し配慮を要請し、相談窓口の設置を行う 

・中小企業再生支援協議会の新型コロナウイルス感染症対策窓口 

・商工中金の新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口 

「融資による支援制度」 

●新型コロナウイルス感染症特別貸付（※実質無利子・無担保対象） 

融資限度額：国民生活事業（小規模企業、個人事業主）8,000 万円、中小企業６億円 

●セーフティネット保証４号５号（実質無利子・無担保対象 4,000 万円まで） 

保証枠：一般保証枠とは別枠で最大 2.8億円 

●危機関連保証（実質無利子・無担保対象 4,000 万円まで） 

保証枠：一般保証枠とは別枠で最大 2.8億円 

●福祉医療機構・医療貸付（当初５年間無利子 病院１億円、診療所 4,000 万円まで） 

無担保貸付限度額：診療所 4,000万円 病院３億円 

●小規模企業共済制度 特例緊急経営安定貸付（小規模医業共済加入者） 

貸付限度額：2,000 万円（但し、契約者が納付した掛金の総額の７～９割の範囲内） 

 

 多くの事業者の収入が急減している状況を踏まえ、国税や地方税の納税猶予や軽減、欠

損金の繰り戻し還付、社会保険料等の納付期限の猶予制度、国民健康保険、後期高齢者医

療制度及び介護保険の保険料（税）等の徴収猶予等、が認められる場合があります。 

 また、電気・ガス料金の支払いについても支払いの猶予について、柔軟な対応を行うよ

う、電気・ガス事業者へ要請を行っています。 

 

■税・社会保険料等 

●税・社会保険料等の納付猶予、納期限の延長 

・無担保＋延滞税無しで 1年間猶予など 

・主な条件：2020 年２月から納期限までの一定の期間（１か月以上）において、事業収入が 

減少（前年同期比概ね 20％以上）など 

●固定資産税・都市計画税の減免 

・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税、事業用家屋に対する都市計画税の 

全額又は１/２減免 

３│税・社会保険料等の支援策     
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 影響が顕著な事業者への支援策として、給付金や助成金制度が新設や特例措置、条件の

拡充がされています。各種申請について条件がありますので、留意することが必要です。 

 

 

 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的

に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一

部を助成するものです。 

 

■雇用調整助成金の条件 

【特例の対象となる事業者】 

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主（全事業主） 

【特例措置の内容】※下線が令和 2 年 4 月 1 日から令和 2 年 9 月 30 日までの休業等に適用 

（※その他は休業等の初日が令和 2 年 1 月 24 日から令和 2 年 9 月 30 日までの場合に適用） 

●助成内容・対象の大幅な拡充 

①休業手当に対する助成率を引き上げ（中小企業 4/5、大企業 2/3） 

②解雇等行わない場合、助成率の上乗せ（中小企業 10/10、大企業 3/4） 

※助成額の上限を対象労働者 1 人 1 日当たり 15,000 円に引き上げ 

③教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ（中小企業 2,400 円、大企業 1,800 円） 

④新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が 6 か月未満の労働者も助成対象 

⑤1 年間に 100 日の支給限度日数とは別枠で利用可能 

⑥雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に 
 

●受給要件の更なる緩和 

⑦生産指標の要件を緩和（対象期間の初日が令和 2 年 4 月 1 日から令和 2 年 9 月 30 日までの間は 5％減少） 

⑧最近 3 か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象 

⑨雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件（クーリング期間）を撤廃 

⑩事業所設置後 1 年以上を必要とする要件を緩和 

⑪休業規模の要件を緩和 

⑫支給対象期間の初日が令和 2 年 1 月 24 日から 5 月 31 日までの休業に係る休業申請について、申

請期限を令和 2 年 8 月 31 日まで特例的に緩和 

⑬出向要件を緩和（「3 か月以上 1 年以内」を「1 か月以上 1 年以内」に） 
 

●活用しやすさ 

⑭短時間一斉休業の要件を緩和 

⑮残業相殺制度を当面停止 

⑯生産指標の要件を緩和し、比較対象となる月の幅を拡大（前年同月または昨年 12 月との比較⇒前々

年の同月または前月から前年同月のうちの適切な 1 か月との比較） 

⑰申請書類の大幅な簡素化 

⑱休業等計画届の提出が不要（令和 2 年 5 月 19 日より） 

⑲オンライン申請の開始（運用開始が延期となっておりますので、お待ちください。） 

１│雇用調整助成金の特例措置     
 
 

給付金・助成金申請の留意点 
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 感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、

経営の支援として事業全般に広く使える給付金があります。 

 

【給付額】 

法人は 200 万円、個人事業者は 100 万円 

※ただし、昨年 1 年間の売上からの減少分を上限とします。 

■売上減少分の計算方法 

前年の総売上（事業収入）－（前年同月比▲50％月の売上×12 ヶ月） 

 

【給付対象の主な要件】 

①新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で 50％以上減少している事業者。 

②2019 年以前から事業による事業収入（売上）を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。 

③法人の場合は、 

（Ⅰ）資本金の額または出資の総額が 10 億円未満、又は、 

（Ⅱ）上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が 2000 人以下である事業者。 

 

 

 売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を

軽減することを目的として、テナント事業者に対して「家賃支援給付金」があります。 

 

【給付対象者】 

テナント事業者のうち、中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5 月～12 月に

おいて以下のいずれかに該当する者に、給付金を支給。 

①いずれか 1 カ月の売上高が前年同月比で 50％以上減少 

②連続する 3 カ月の売上高が前年同期比で 30％以上減少 

 

【給付額・給付率】 

申請時の直近の支払賃料（月額）に基づいて算出される給付額（月額）を基に、6 カ月分の給付額に相

当する額を支給 

 

３│家賃支援給付金     
 

２│持続化給付金     
 
 
 
 



事業継続を最優先とした支援策 各種助成金・給付金の活用法 

歯科経営情報レポート 6 

 

 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、そ

の小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、

正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企

業に対する助成金が創設されました。 

 

【対象事業主】 

①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、

有給（賃金全額支給）の休暇を取得させた事業主 

 

 ①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等（※）に通う子ども 

  ※小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）、特別支援学校（全ての部）、放課後児童クラブ、幼稚園、

保育所、認定こども園等 

 ②新型コロナウイルスに感染した等の子どもであって、小学校等を休むことが必要な子ども 

 

【支給額】 

休暇中に支払った賃金相当額×10／10 

 ※支給額は 8,330 円を日額上限とする。 

 ※大企業、中小企業ともに同様 

 ※令和 2 年 4 月 1 日以降に取得した休暇等においては、日額上限額を 15,000 円に引き上げます。 

 

【適用日】 

令和 2 年 2 月 27 日～9 月 30 日の間に取得した休暇 

 ※春休み・夏休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。 

 

 

 新型コロナウイルス感染症対策として特別休暇制度を就業規則に整備する中小企業事業

主に対して助成する制度です。 

 

■働き方改革推進支援助成金 

●助成対象 

就業規則等の作成・変更費用、研修費用(業務研修を含む)、外部専門家によるコンサルテイン

グ費用、労務管理用機器等の導入・更新費用、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・

更新費用、人材確保等のための費用等労働時間短縮や生産性向上に向けた取組に必要な経費 

●助成率：費用の３/４を助成 

※事業規模 30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が 30万円を超える場合は、

４/５を助成 

●上限額：50 万円 

5│働き方改革推進支援助成金     
 
 

４│小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援     
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 令和２年度の第二次補正予算において、新型コロナウイルス感染症に伴う医療関連の支

援について、事態の長期化と次の流行の波にも対応できるよう、４つの観点から医療関連

の支援を実施することになりました。 

 １番目は感染リスクを抱えながら医療を提供する医療従事者への支援、２番目には新型

コロナウイルス感染症に対応する医療機関への支援、３番目は地域医療の確保に必要な診

療を継続する医療機関への支援、４番目は万全な検査体制、ワクチン・治療薬の開発支援

となっています。 

 

 

 医療提供体制整備等の緊急対策として新型コロナ緊急包括支援交付金がありましたが、

今までの事業のほか、新たに 4つの事業が追加されました。 

 

■新設の事業 

●重点医療機関（新型コロナ患者専用の病院や病棟を設定する医療機関）の病床確保等 

●患者と接する医療従事者等への慰労金の支給 

●新型コロナ疑い患者受入れのための救急･周産期･小児医療機関の院内感染防止対策 

●医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援 

 

 

 感染リスクを抱えながら医療を提供する医療従事者への支援策として、新型コロナウイ

ルス感染症対応従事者慰労金の支援とマスク等の医療用物資の確保と配布が行われること

になりました。 

 

■事業目的と事業内容 

●事業目的 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向けてウイルスに立ち向かい、治療を業務とし

て行う医療機関の医療従事者や職員に対し、慰労金を給付する。 

 

２│医療従事者への支援     

１│新型コロナ緊急包括支援交付金の増額及び対象の拡大     

第二次補正予算による医療関連の支援策 
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●事業内容 

新型コロナウイルス感染症に対する医療提供に関し、都道府県から役割を設定された医療機関

等（※）に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対し、慰労金として最大 20 万円を給付す

る（その他病院、診療所等に勤務し患者と接する医療従事者や職員に対し、慰労金として５万

円を給付する。） 

※重点医療機関、新型コロナウイルス感染症患者の入院を受け入れる医療機関、帰国者・接触

者外来設置医療機関、ＰＣＲ検査センター等 

 

■マスク等の防護関連品の確保と配布 

●マスク､ガウン､フェイスシールド、手袋等の確保、医療機関等への配布  

 

 

 今後、新型コロナの感染拡大と収束が繰り返し行われていくことが推測される中で、医

療機関等においては、それぞれの機能・規模に応じた地域における役割分担の下、必要な

医療提供を継続することが求められます。 

 医療機関等において、院内での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供す

ることができるよう、感染拡大防止等の支援を行うことになりました。 

 

■感染拡大防止対策等に要する費用の補助 

●医療機関の取組の例 

ア 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備を行う 

イ 待合室の混雑を生じさせないよう、予約診療の拡大や整理券の配布等を行い、患者に適切

な受診の仕方を周知・協力を求める 

ウ 発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保

やレイアウト変更、診療順の工夫等を行う  

エ 電話等情報通信機器を用いた診療体制を確保する  

オ 医療従事者の院内感染防止対策（研修、健康管理等）を行う 

３│医療機関等における感染拡大防止等の支援     



事業継続を最優先とした支援策 各種助成金・給付金の活用法 

歯科経営情報レポート 9 

●補助額 

・以下の額を上限として実費を補助  

病院 200万円 ＋ ５万円×病床数  

有床診療所（医科・歯科）200万円  

無床診療所（医科・歯科）100万円  

薬局、訪問看護ステーション、助産所 70万円  

※救急･周産期･小児医療機関に対する支援金と重複して補助は受けられない。 

 （対象経費）・感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用 

 

 

 万全な検査体制とワクチン・治療薬の開発支援策として、地域外来と検査センターの設

置と研修の推進、ＰＣＲ・抗体検査の実施、ワクチン・治療薬の開発資金の補助、ワクチ

ンの生産体制の整備に対して、補助を行うことになりました。 

 

■検査体制のさらなる強化 

●地域外来・検査センターの設置、研修推進、ＰＣＲ・抗原検査の実施 

●ＰＣＲ検査機器の整備、相談センターの強化 

●検査試薬・検査キットの確保 

●抗体検査による感染の実態把握 

 

 

 第一次補正予算での福祉医療機構の優遇融資拡充策について、貸付限度額の引き上げや

融資条件での据え置きや金利の拡大、資金繰り対策として診療報酬の概算前払い等の条件

が拡充されています。 

 

■優遇融資の拡充 

●医療機関別による貸付限度額の引上げ 

●無利子・無担保融資の拡大 

●６月の資金繰り対策としての診療報酬の概算前払い 

 

５│福祉医療機構の優遇融資の拡充     

４│ＰＣＲ等の検査体制の強化     
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 新型コロナウイルス感染症対策の一環として、事業者の事業継続等を支援するために、

経済産業省や財務省等でも相談窓口を開いていますが、中小企業再生支援協議会や商工中

金が「新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口」を開いて、対応の支援を行って

います。 

 

 

 中小企業の事業再生に向けた取り組みを支援する公的機関です。 

 事業再生支援の専門家が、取引金融機関への対応方法や資金繰り・事業計画の作成で困

っている事業者や、経営診断を希望する事業者の相談を受けています。 

 新型コロナの影響で資金繰りに悩む中小企業の事業者へ「新型コロナ特例リスケスケジ

ュール」を立案し、企業支援を行っています。 

 

■新型コロナ特例リスケスケジュールの概要 

 

出典：中小企業庁 新型コロナ特例リスケジュールの概要 

１│中小企業再生支援協議会     
 
 

資金繰り支援融資等の相談窓口 
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 具体的には、特例リスケ策定にかかる助言や、金融機関調整を支援し経営者の負担を軽

減し、金融機関調整・合意形成を行います。また、特例リスケ計画を策定後、毎月１回、

計画遂行状況をモニタリングします。 

 

 

■支援の流れ 

 

出典：中小企業庁 新型コロナ特例リスケジュールの概要 

 相談の対象となる事業者は、開業届を提出済みの中小事業所であれば、職種を問わずに

相談可能です。なお、個人事業者も対象となります。 

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小事業所に対して、窓口相談や金融機関と

の調整を含めた特例リスケジュール計画策定支援を行うため、新型コロナウイルス感染症

特例リスケジュール実施要領を令和２年４月 1 日に制定したものです。 
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 商工中金では「新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口」を設置して、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により資金繰りに支障をきたしている中小の事業者からの相談

に対し、危機対応業務の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資で対応します。 

 

■特別相談窓口対応の流れ 

 

出典：商工中金 新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口 

 

■制度融資ご利用に当たっての留意事項 

●商工中金は、株主である中小企業の組合と、その組合員を融資の対象としています。 

（未加入の場合はお申込時に商工中金にご相談ください）。 

●融資には審査（金額、貸出期間、据置期間等の条件も含む）があります。 

審査の結果、融資を受けられない場合や、希望する条件での融資とならない場合があります。 

●審査には時間を要することがあります。また必要な書類の提出が必要です。 

あらかじめ考慮の上、商工中金に申請することを推奨します。 

 

 新型コロナウイルス感染症特別貸付は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、原則、

直近１カ月の医業収入が前年又は前々年の同期比５％以上減少していて、かつ、中長期的

に業況が回復し発展することが見込まれる方が対象となります。 

 また、申請手続きについては今後公表されますが、別途「特別利子補給制度」により、

一定の要件（収入減少：中小企業▲20％以上、小規模事業者▲15％以上など)を満たす方は、

残高１億円まで、当初３年間は、金利０％となるまでの利子補給を受けることができます。 

２│商工中金の特別相談窓口     
 
 


